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 八王子市立たがの杜小中学校(第二小学校） 

保護者と教職員の会（ＰＴＡ）規約 

第 １ 章  総 則 

 

第1条 名称及び事務所 

 

本会は、八王子市立たがの杜小中学校(第二小学校)PTA(保護者と教職員の会)といい、八王子市立

たがの杜小中学校(第二小学校)校内に事務所を置く。 

 

第 2 条   目的 

 

本会は、保護者と教職員が協力して、子どもの健全な育成をはかるとともに、学校および家庭にお

ける教育に関し、理解を深め、学び合い、親睦をはかることを目的とする。 

 

第 3 条   方針 

 

本会は、教育を本旨とする団体として、次の方針に従って活動する。 
１．本会は、児童の教育福祉の為に活動する他の団体、および機関と協力する。 

２．本会は、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的とした活動を行わない。 

３．本会は、特定の政党や宗教を支持する活動を行わない。 

４．本会は、学校の人事または、経営管理に干渉しない。 

 

第 4 条   活動 

 

本会は、第 2条の目的を達成するために次の活動を行う。 
１．家庭教育、学校教育の一助となる活動 

２．会員相互の扶助・親睦をはかる活動 

３．児童の安全を守る活動 

４．地域の関連団体・機関と交流・協力する活動 

５．その他、本会の目的達成に必要な活動 

 



2 

 

 

第 ２ 章  会 員 

 

第５条   会員 

本会の会員は、本校の児童の保護者またはそれに代わる者と教職員とし、会員はすべて平等の権利

と義務を有する。 

第 3 章  本 部 役 員 

 

第６条   本部役員 

 

本会に次の本部役員を置く。 

１．会長      １名（保護者）  

２．副会長     ３名以上（保護者２名以上、副校長） 

３．書記      ２名以上（保護者２名以上） 

４．会計      ３名以上（保護者２名以上、教職員１名） 

５．監査      ３名（保護者２名、教職員１名） 

６．本部サポーター 若干名（保護者） 

 

第７条   選任 

 

本部役員は、会員の中から総会において承認する。 

 

第８条   期間 

 

本部役員の任期は、最低１年とし、再任を妨げない。 

 

第９条   任務 

 

各役員の職務は以下の通りとする。 
１．会長は、本会を代表し、庶務を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があればその任務を代行する。 

３．書記は、総会、会議等の議事を正確にわかりやすく記録し、保管する。 

４．会計は、本会の経理に基づく収支を正確に記録し、監査を受ける。 

５．監査は、会計状況、資産状況、その他を監査し、その結果を総会に報告する。 

６．本部サポーターは、副会長の補佐をする。 

 

第 4 章  運 営 

 

第１０条   機関 
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本会は、次の機関を置く。 
１．総会  

２．ＰＴＡ運営会議 

３．ＰＴＡ企画会議 

４．各ＰＴＡ活動 

校長はすべての集会に出席し、意見を述べることが出来る。 

第１１条   総会 

 

１．総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関とする。 

2．総会は、定期総会及び臨時総会として年一回以上開催し、形式は、対面総会あるいは書面総会

とする。 

3．総会の議決は、会員の過半数の同意をもって成立する。      

４．総会は次の事項を議決する。 

（1） 前年度の事業報告および決算報告の承認 

（2） 前年度会計監査報告の承認 

（3） 新本部役員の承認 

（4） 新年度事業計画および予算案の審議 

（5） その他の重要事項（規約の改定など）の審議 

 

第 1２条   PTA 運営会議 

 

１．PTA運営会議は、校長、本部役員によって構成され、会長が必要と認めた時に開催する。ま

た、会員はすべて、ＰＴＡ運営会議を傍聴することができる。 

２．ＰＴＡ運営会議は、次の事項について協議、報告を行う。 

（１）総会議案に関する事項の審議 

（２）ＰＴＡ本部運営に関わる事項 

（３）各ＰＴＡ活動の予定と活動報告 

（４）新本部役員の選出 

（５）規約や運営規則の制定 

 

第 1３条   PTA 企画会議 

 

１．PTA企画会議は、本部役員によって構成され、会長が必要と認めた時に開催する。また、会員

はすべて、ＰＴＡ企画会議を傍聴することができる。 

２．ＰＴＡ企画会議は、次の事項について企画を立案する。 

（１）総会議案に関する事項の審議 

（２）ＰＴＡ本部運営に関わる事項 

（３）ＰＴＡ活動に関わる事項 

（４）規約や細則の制定 

 

第 1４条   PTA 活動 
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１．PTA本部は、ボランティアを募集し、PTA活動を実施する。また、ＰＴＡ活動の参加は任意

とする。 

２．ＰＴＡ活動は、第 2条の目的を達成するために行う。 

 

 

 

第 5 章  会 計 

 

第１５条   資産構成 

 

本会の資産は会費、寄付金品、その他の収入によって構成する。  

 

第１６条   経費の支弁 

 

本会の経費は試算をもって支弁する。 

 

第１７条   会費 

 

本会の会費は、1世帯年間 2,000円とする。 

 

第１８条   会計年度 

 

本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第 ６ 章  規 約 改 正 

 

第１９条   規約の改正 

 

本規約の改正は総会において出席者の過半数の同意を必要とする。 

（得られなければ変更することができない。） 

 

第 7 章  付 則 

 

第２0 条   運営規則 

 

１．本会に運営に必要な事項は、運営規則として PTA運営会議の出席者の過半数の同意を得て、

定めることができる。 



5 

 

  ２．運営規則を制定、改定、廃止した場合は、次期総会にて報告する。 

 

 

 

 

 

 

運 営 規 則 
 

第１章  役員選考 

 

第１条  規約第６条に定める新本部役員の選考は、本部役員が行う。 

第２条  役員選考は、全会員の中より役員候補を募集し選考する。その後、会長候補者を推薦し受

諾を得てから、会長候補者が、他の本部役員を推薦し受諾を得る。 

第３条  受諾を得た候補者をＰＴＡ運営会議にて選出し、総会にて承認を得る。 

 

第２章  ＰＴＡ活動 

 

第４条  この会の目的を達成するために、次に PTA活動を行う。 

１．広報 

２．図書ボランティア 

３．読み聞かせの会 

第５条  各 PTA活動は、PTA本部が活動ボランティアを全会員から募集し、活動する。 

第 6条  各 PTA活動は、下記の通り活動を行う。 

１．広報 

学校行事や地域行事を取材し、年 2回広報誌を作成、発行する。 

２．図書ボランティア 

子どもたちが気持ちよく図書室を利用できるように、図書室の清掃、本棚の整理、本の修理、

窓と入口ディスプレイに季節の飾り付けを行う。 

３．読み聞かせの会 

朝読書の時間に各クラスで本の読み聞かせを月 1回程度、行う。 

 

 

 

第 3 章  庶務に関する規則 

 

第 7条 各種文書は、その分類に伴い必要年数保存しなければならない。 

（例年のものは 3年、その他は別途確認） 

第 8条 本会の会計に関し、備えておかなければならない諸帳簿は下記の通りとする。 

現預金出納帳   収支計算書   活動報告書   監査報告書 

第 9条 本会の備品は、PTA本部にて管理する。 
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慶 弔 規 定 

 
第 1条  会員の慶弔に関し、次の範囲に慶弔金又は、それに代わる物を贈る。 

１．会員（保護者） 

①会員が死亡した時       香典１０，０００円 

②児童が死亡した時       香典１０，０００円 

２．教職員 

①本人が死亡した時       香典１０，０００円 

②配偶者が死亡した時      香典１０，０００円 

③転退、新任教職員の記念品   花束又は図書券（1,000円） 

④結婚した時          祝電（3,000円相当） 

３．その他、必要と認める事項が発生した場合は、本部役員にて協議して決める。 

第２条  本規定によるものの返礼は一切受けない。 

第３条  本規定はＰＴＡ運営会議において、出席者の過半数の同意を得られなければ変更すること

が出来ない。 
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◆付則◆ 

本規約は 

昭和５６年 １月１６日施行 

平成 ３年 ５月１５日改正 

平成１１年 ５月１４日改正 

平成１２年 ３月１４日改正 

平成１５年 ５月１５日改正 

平成１６年 ５月 ７日改正 

平成２２年１１月２０日改正 

平成２６年 ５月１６日改正 

平成２９年 ５月１４日改正 

平成３０年 ５月１４日改正 

令和 元年 ５月１７日改正 

令和 ２年 ７月２９日改正 

令和 ３年 ５月２７日改正 

令和 ４年 ５月２１日改正 

令和 ７年 ５月１３日改正 


